
 

 

議案第２０号  

羽生市公共下水道条例の一部を改正する条例  

羽生市公共下水道条例（昭和５８年条例第５号）の一部を次のよう

に改正する｡  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改  正  後  改  正  前  

（使用料の算定方法）  （使用料の算定方法）  

第１５条  使用料の額は、使用月にお

いて使用者が排除した汚水の量に応

じ、別表３の区分による基本使用料

と超 過使 用料 の合 計額 に消 費税 法

（昭和６３年法律第１０８号）の規

定により算出された消費税の額及び

地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の規定により算出された地方消

費税の額を合算した額とする。この

場合において、１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り捨てる

ものとする。  

第１５条  使用料の額は、使用月にお

いて使用者が排除した汚水の量に応

じ、別表３の区分による基本使用料

と超 過使 用料 の合 計額 に消 費税 法

（昭和６３年法律第１０８号）の規

定により算出された消費税の額及び

地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の規定により算出された地方消

費税の額を合算した額とする。この

場合において、１０円未満の端数を

生じたときは、その端数を切り捨て

るものとする。  

２・３  （略）  ２・３  （略）  

（手数料）  （手数料）  

第２２条  市は、次の各号に掲げる事

務の区分に応じ、当該各号に定める

額の手数料を申請者又は届出者から

徴収することができる。  

第２２条  市は、次の各号に掲げる事

務について、当該各号に定める額の

手数料を申請者から徴収することが

できる。  

（１）  工事等計画の確認審査  １

件につき２，０００円  

（１）  工事等計画の確認審査  １

件につき３００円  

（２）  排水設備等工事のしゅん工

検査  １件につき３，０００円  

（２）  排水設備等工事のしゅん工

検査  １件につき５００円  



 

 

（３）  工事指定店の指定  １件に

つき２０，０００円  

（３）  工事指定店の指定  １件に

つき６，５００円  

（４）  工事指定店の指定の更新  

１件につき１０，０００円  

（４）  工事指定店の指定の更新  

１件につき３，５００円  

（５）～（８）  （略）  （５）～（８）  （略）  

２・３  （略）  ２・３  （略）  

別表３（第１５条関係）  別表３（第１５条関係）  

基本使用料（２か月

につき）  

超過使用料

（２か月につき） 

用途  

 

 

汚水

排除

量  

 

料金  

 

 

 

汚水排

除量  

 

 

料 金

（ １ 立

方 メ ー

ト ル 当

たり）  

一般

汚水  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ０

立 方

メ ー

ト ル

まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２，０００

円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超え４０

立 方 メ

ー ト ル

まで  

１１０

円  

４ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超え６０

立 方 メ

ー ト ル

まで  

１２５

円  

６ ０ 立

方 メ ー

トルを超

え１００

立 方 メ

ー ト ル

まで  

１３５

円  

１ ０ ０

立 方 メ

ー ト ル

を 超 え

２ ０ ０

立 方 メ

１５０

円  

 

基本使用料（２か月

につき）  

超過使用料

（２か月につき） 

用途  

 

 

汚水

排除

量  

 

料金  

 

 

 

汚水排

除量  

 

 

料 金

（ １ 立

方 メ ー

ト ル 当

たり）  

一般

汚水  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ０

立 方

メ ー

ト ル

まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１，６００

円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０立

方メー

トルを

超え４０

立方メ

ートル

まで  

９５円  

４０立

方メー

トルを

超え６０

立方メ

ートル

まで  

１０５

円  

６０立

方メー

トルを超

え１００

立方メ

ートル

まで  

１１０

円  

１００

立方メ

ートル

を超え

２００

立方メ

１２５

円  

 



 

 

ー ト ル

まで  

２ ０ ０

立 方 メ

ー ト ル

を 超 え

４ ０ ０

立 方 メ

ー ト ル

まで  

１６５

円  

４ ０ ０

立 方 メ

ー ト ル

を 超 え

１，０００

立 方 メ

ー ト ル

まで  

１８０

円  

１，０００

立 方 メ

ー ト ル

を 超 え

るもの  

２００

円  

公衆

浴場

汚水  

２００

立 方

メ ー

ト ル

まで  

８，０００

円  

２ ０ ０

立 方 メ

ー ト ル

を 超 え

るもの  

４０円  

 

ートル

まで  

２００

立方メ

ートル

を超え

４００

立方メ

ートル

まで  

１４０

円  

４００

立方メ

ートル

を超え

１，０００

立 方 メ

ートル

まで  

１５０

円  

１，０００

立 方 メ

ートル

を超え

るもの  

１７０

円  

公衆

浴場

汚水  

２００

立 方

メ ー

ト ル

まで  

６，０００

円  

２００

立方メ

ートル

を超え

るもの  

３０円  

 

  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例中第２２条第１項の改正は令和４年１０月１日から、第

１５条第１項及び別表３の改正は令和５年１月１日から施行する。  

（使用料に関する経過措置）  

２  この条例による改正後の第１５条第１項及び別表３の規定にかか

わらず、令和５年１月１日前から継続して公共下水道を使用してい

る場合にあっては、同日から同年２月２８日までの間に使用料の支



 

 

払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前

の例による。  

（手数料に関する経過措置）  

３  この条例による改正後の第２２条第１項の規定は、令和４年１０

月１日以後の申請又は届出に係る手数料に適用する。  

令和４年２月２２日提出  

埼玉県羽生市長  河  田  晃  明     

 


